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「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更を受けた

所管事業者等に対する周知等について（依頼）

昨日付で、全都道府県を対象に緊急事態措置の実施期間が５月 31 日に延長さ

れ、同日開催された第 33 回新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型

インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく「基本的対処方針」が変更されまし

た（別添１・２）。

これを受け、昨日開催された第 12 回国土交通省新型コロナウイルス感染症対

策本部において、外出自粛・広域移動の回避、接触機会の低減、事業者・関係団

体における感染防止のガイドラインの作成、公共交通や物流の機能の維持、直轄

工事における対応、補正予算・事業者支援等について、大臣より指示があったと

ころです（別添３）。また、別添４のとおり、内閣官房新型コロナウイルス感染症

対策推進室より、各所管の関係団体等に対し、「基本的対処方針」等を周知すると

ともに、各所管の関係団体等に感染防止のためのガイドラインを作成いただくよ

う適切な指導・助言等を行ってほしいとの依頼がございました。

貴法人におかれては、変更された「基本的対処方針」等を踏まえて引き続き感

染防止にご協力いただくとともに、感染防止に向け、今後２週間を目途に策定し

ていただく予定のガイドラインについても、近日中に参考情報等を提供させてい

ただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

なお、所属会員に対してもその旨周知をしていただくようお願いします。

（別添１）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和２年５月４日変更）

（別添２）第 33 回新型コロナウイルス感染症対策本部 内閣総理大臣発言

（別添３）第 12 回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣発言

（別添４）新型コロナウイルス感染症対策に関する基本的対処方針等について（周知）


